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序文

本論文はミクロ経済学の周辺領域の三つのテーマに関する筆者による研究をまとめたものであ

る。経済主体の行動原理、一般均衡理論、不確実性、そしてゲーム理論といった分野をミクロ経済

学の核と考えるならば、それらの応用分野、またはそれら自体を別の視点から見直そうとする分野

は全て周辺領域と考えられる。その範囲は極めて広く、さらなる拡大を続けている。以下に述べる

三つのテーマを通じて、ミクロ経済学の周辺領域の研究が具体的にいかなる広がりを見せており、

それらに対して筆者がいかなる研究動機のもとで、いかなる貢献を果たしてきたのかを伝えること

を、本論文の目的と定める。

一つ目のテーマは本論文の中心である信用財の研究である。信用財の研究はミクロ経済学の応用

である産業組織論の一分野であり、ゲーム理論や情報の経済学と深く関連する。信用財とは、消費

者がそれを購入する前だけでなく購入した後でも品質を判別することが困難な財・サービスであ

る。したがって、信用財は情報の非対称性が顕著な専門家と消費者の取引を対象に考察されること

が多く、情報優位な専門家が消費者を欺く行動（虚偽行動）をいかにして回避させられるかが争点

となる。先行研究によると、専門家の行動を規制する何らかの外生的な制約を加えない限り、虚偽

行動を回避させるのは困難であることが理論的に判明している。現実にも専門家による虚偽行動は

世界中で多数報告されている。しかしながら、消費者に対して常に適切な行動を選択する専門家が

現実に多数存在するのも事実である。本研究では専門家による虚偽行動と適切な行動を隔てるもの

として、専門家の評判や市場における競争の程度による影響を考察する。信用財が長期的に取引さ

れるならば、過去の取引の後に観察されるアウトカムの履歴を消費者にとって専門家の評判とみな

すことができる。専門家はそれを考慮するであろうし、また、市場がより競争的になれば、専門家

は取引を維持するために一層努力するであろう。すなわち、外生的な制約を加えなくても、評判や

競争の程度といった要因によって、専門家が虚偽行動を選択するインセンティブは解消されるかも

しれない。

このような推測をもとに、第 1章において信用財が独占または寡占で長期的に取引されるモデル

を考察している。ただし、医療サービスや自動車修理といった専門家による診断と処置という二段

階の行動選択を伴う修繕サービスとしての信用財取引を分析の対象としている。外生的な制約がな

いため、一回限りの取引であれば専門家の虚偽行動のインセンティブは全く解消されない。しかし

ながら、繰り返しゲームを用いた分析の結果、長期的には専門家が消費者からの評判を考慮するが

ゆえに、虚偽行動を選択するインセンティブは緩和されることが明らかになった。また、独占では

専門家の診断において過大請求という虚偽行動が回避されることはないものの、より競争的な市場
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である寡占ではそれが回避され、専門家による虚偽行動のインセンティブが完全に解消されるよう

な均衡が存在することが明らかになった。すなわち、信用財取引のような情報の非対称性が顕著な

場合でも、消費者に対して常に適切な行動を選択する専門家が現実には多数存在することの理論的

根拠がこの研究によって与えられたことになる。

二つ目のテーマは相対利潤の研究である。相対利潤の研究は産業組織論、とくに寡占市場研究の

一分野であり、それゆえにゲーム理論との関連は深い。経済学では伝統的に消費者の目的関数は効

用、企業の目的関数は利潤（絶対利潤）とされ、当然ながら現在でもそれが最も一般的である。し

かしながら、昨今の行動経済学や実験経済学の進展に伴い、経済主体の目的関数としてより複雑な

ものが考察され続けている。その中で最も単純であり、寡占市場においてとくに効力を発揮すると

考えられるのが相対利潤である。企業にとっての相対利潤は自社の絶対利潤と他社の絶対利潤の

差として定義される。相対利潤を企業の目的関数として定めた研究の歴史は比較的浅く、先行研究

も決して多くない。しかし、それによる貢献は小さからず、たとえば同質財を生産する企業が相対

利潤を最大化するクールノー競争において完全競争下での生産量が均衡となり、しかもそれは進化

的安定であることがわかっている。また、企業の取締役が相対的な成果によって評価されていると

いった実証研究も存在する。したがって、寡占市場における企業の相対利潤最大化は絶対利潤最大

化とは異なる有意な結論をもたらす可能性が大いに考えられる。

本論文でも通常の利潤最大化に比べて何らかの有意な結果が導かれること、また、寡占市場にお

ける価格競争のよく知られた帰結であるベルトランの逆説やエッジワースのベルトラン批判に一石

を投じられることを期待して、第 2章において相対利潤を考慮する企業による価格競争を考察して

いる。同質財を生産する企業が価格を戦略変数として絶対利潤と相対利潤の加重和を最大化する場

合、企業が絶対利潤を最大化するときに比べて、求められる均衡価格の範囲は狭くかつ低くなるこ

とが明らかになった。また、企業が相対利潤をより重視するほど、その範囲はさらに狭くかつ低く

なることも明らかになった。すなわち、相対利潤を考慮する企業の行動原理は、利潤最大化という

企業の従来の行動原理に比べ、より競争的な行動規範をもたらすという新たな解釈が寡占市場にお

ける価格競争の理論に加えられたと言える。

三つ目のテーマは構成的数学によるミクロ経済学の見直しである。ミクロ経済学の核と考えられ

る経済主体の行動原理やそれを基にした一般均衡理論を構成的数学という数学の一分野を用いて改

めて見直そうというアプローチである。構成的数学は、数学的対象の存在証明のためにはそれを構

成する方法、すなわち具体的な計算方法（アルゴリズム）を与えなければならないと主張する。し

たがって、構成的数学では存在証明のために背理法を用いることが認められず、それに従えば、背

理法を用いて対象の存在を証明している定理として経済学にも馴染み深いブラウアーや角谷の不動

点定理も改めて構成的に証明される必要がある。従来の消費者理論の基礎を形成している連続な需
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要関数の存在性についても同様であり、Bridges (1992)は消費者の選好関係を見直すことで、それ

を構成的に証明した。

この結果をより一般的な多価関数のケースに拡張できるのではないかと考え、第 3章では閉グラ

フをもつ凸値の需要対応の存在性を構成的に証明している。より具体的には、まず Bridges (1992)

で用いられた消費者の選好関係についての条件を構成的な証明に耐えうるまま新たな条件に書き改

める。そして、それらの条件を満たす消費と価格の組み合わせを凸値の需要対応に変換するアルゴ

リズムと、その需要対応が関数の連続性に対応する性質である閉グラフをもつことを満たすような

アルゴリズムを導き出すことで、閉グラフをもつ凸値の需要対応の存在を構成的に証明した。この

研究の貢献は、いわゆる連続な需要対応を導き出したという既存研究の一般化に加え、構成的数学

という経済学には馴染みの薄い手法を活用する可能性を示したことである。

本論文の各章は筆者による単著または共著の独立した論文をもとにしている。各章の元論文およ

び本論文の作成に関わってくださったすべての方々に心からお礼を申し上げたい。とくに、筆者の

主たる指導教官である河合宣孝教授（同志社大学経済学部）、副指導教官である田中靖人教授（同

志社大学経済学部）と今井晴雄教授（京都大学経済研究所）、本論文の審査を引き受けていただい

た川上敏和教授（同志社大学政策学部）と小橋晶准教授（同志社大学経済学部）の諸先生方にこの

場を借りて深く感謝の意を表したい。なかでも、田中靖人教授には共同研究の機会を設けていただ

き、その成果の一部である共著論文を本論文の第 2章および第 3章の元論文として用いる了承をい

ただいた。改めて深く感謝の意を表したい。
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第1章

修繕サービスとしての信用財取引の長期
分析

要旨

専門家による診断と処置という修繕サービスとしての信用財取引を繰り返しゲームを用いて長期的

に考察する。法的責任性と立証可能性を仮定しないため、一回限りのゲームでは専門家は診断と処

置のどちらでも虚偽行動を選択し、条件によっては取引が成立しない。しかしながら、長期におい

ては取引が成立し、独占では処置を適切に行う戦略が均衡として達成される。ただし、診断は適切

に行われず、虚偽行動である過大請求が正の確率で発生する。他方、寡占では診断と処置の両方を

適切に行う真実戦略が均衡として達成される。そのための条件としては、専門家が十分に長期的で

あることに加え、専門家から消費者に請求される価格が適切に設定されなければならない。

本章は日本経済学会 2010年度秋季大会での報告論文「信用財取引の長期分析」を加筆・修正した

ものである。
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1 イントロダクション

消費者が必要とする品質について供給者のほうがより多くの情報を有し、購入する前だけでな

く購入・消費した後においても消費者が品質を判別できないような財・サービスは一般に信用財

(credence goods)と呼ばれる。探索財や経験財に比べ、信用財の消費者はより大きな情報の非対称

性の問題に直面する1。例えば代表的な信用財である医療サービス、特に身体に不調を訴える患者

と医師の取引を考える。ここでの信用財は医師による診察と処置の修繕サービスである。患者は不

調の原因をわからないとしても、専門家である医師はその原因を把握できるだろう。患者は診察と

処置がなされた後でも、原因が何だったのか、診察と処置という修繕サービスの品質は原因に対し

て適切であったのか正確に把握できないことが多い。実は軽度の体調不良であるにもかかわらず、

医師によって重度の病気だと診断され、処方された高価な薬を服用した後に不調が解消した場合な

どはよい例であろう。消費者が事後的にも品質を判別できないという性質のため、他の財・サービ

スに比べ、信用財の供給者である専門家には虚偽行動 (fraudulent behavior)を選択するより大き

なインセンティブが考えられる。

本章は問題を抱えた消費者に対する専門家の修繕サービスとしての信用財に焦点を当て、専門家

の行動を価格の請求を伴う診断と、実際に修繕を行う処置の二段階に分けて考える2。この場合、専

門家による虚偽行動は、必要以上の処置を行う過大処置 (overtreatment)，必要な処置を行わない過

小処置 (undertreatment)，実際に行っていない処置の代金までも請求する過大請求 (overcharging)

に分類される。こうした虚偽行動は消費者保護の観点から問題となるだけでなく、経済厚生の損失

につながりかねない。専門家が現実にこのような虚偽行動を行っているのではないかという事例

は、これまでにいくつか報告されている3。

信用財の研究はDarby and Karni (1973)に始まる。修繕サービスとしての信用財研究では主に、

いかにして専門家に虚偽行動を選択させず、消費者に応じた適切な行動が経済厚生を損なわずに効

率的な均衡として達成されるか考察された4。特にDulleck and Kerschbamer (2006)はこの分野の

サーベイであり、コミットメント (commitment)，同質的消費者 (homogeneous customers)，法的

責任性 (liability), 立証可能性 (verifiability)の四つの仮定のうちどれを設けるかによって、先行研

1探索財 (search goods) とは、消費者が購入前に何らかの探索費用をかけて品質を判別できる財・サービスである。経
験財 (experience goods) とは、購入・消費した後に品質が判明する財・サービスである。

2修繕サービスを提供する専門家として、医師，メカニック，弁護士などを念頭にしている。本章では取り上げない「財」
としての信用財には、昨今の偽装問題で取り上げられた消費後も産地を判別できないブランド牛肉や、居住後も耐震性を
窺い知れない住宅などが例として挙げられる。

3Patterson (1992)によると、アメリカのシアーズ自動車修理センター (Sears Automotive Centers)では検証した 90
％ものケースで従業員が不要な修理を自動車保有者に対して推奨していたとされる。Domenighetti et al (1993) によるス
イスのティシーノ州での調査によると、重要とされる手術のいくつかで、一般的な患者は医師やその家族らに比べて三割も
多く手術を受けていると報告されている。Schneider (2012) は自動車工場へ修理の必要な車を直接持ち込み、定住者また
は非定住者を装い、修理工の行動を観察したフィールド実験である。定住者はより低い診断費用で修理されたという結果に
基づき、長期的な取引における評判の重要性について考察している。

4主要な研究としては Pitchik and Schotter (1987)，Emons (1997) (2001)，Wolinsky (1993) が挙げられる。
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究を簡易なモデルを用いて分類した。そこでの一つの否定命題として、過小処置を防止する法的責

任性と、過大請求を防止する立証可能性の両方を仮定しない状況では、専門家が適切な行動を選択

する効率的な均衡は達成されず、ある条件の下では市場での取引が成立しないことが示された。た

だしこの結論は一回限りの取引という短期的な分析によって導かれるものである。

多くの信用財研究はこのように一回限りのゲームとしての短期的な信用財取引を扱っているが、

本章では繰り返しゲームを用いて、信用財が長期的に取引される状況を独占と寡占のケースについ

て考察する。法的責任性と立証可能性を仮定しないため、一回限りのゲームでは専門家は診断にお

いて過大請求、処置において過小処置を選択し、条件に応じては取引が成立しない。しかしなが

ら、長期では取引が成立し、少なくとも処置については独占と寡占ともに専門家が毎期適切な行動

を選択する戦略が均衡となることが示される。具体的には、過小処置は消費者の抱える問題を解決

せず、過去に過小処置を行った専門家との取引を拒否する戦略を消費者が選択することによって、

十分に長期的な専門家は毎期適切な処置を選択する。過小処置を行った専門家に対する消費者のス

テージゲームのナッシュ報復戦略が、法的責任性と同様の効果を発揮するからである。

診断における価格請求は専門家が独占と寡占のケースで異なる。独占の場合、長期では過小処置

が回避されたとしても、毎期適切な診断を行う戦略は均衡とならない。消費者は専門家を選択する

ことができないため、自身の期待利得が非負となる限り専門家に問題解決を依頼する。消費者の期

待利得は問題が解決される限り正となるため、専門家は毎期高い価格を請求するのが最適となる。

したがって、専門家による虚偽行動を一部認めながらも、両者の利得の合計である厚生がパレート

効率的となるような戦略を考える。そこでは専門家が毎期適切な処置を行い、高い価格を請求する

過大請求戦略が、繰り返しゲームの均衡として達成される。他方、寡占の場合では、診断と処置と

もに適切な行動を選択する真実戦略が均衡となることが示される。消費者は専門家を選択すること

ができるため、前期に高い価格を請求した専門家にはより低い確率で、低い価格を請求した専門家

にはより高い確率で依頼するという戦略を消費者が選択することで、専門家の価格請求を無差別に

できる。したがって、消費者に選ばれた専門家は毎期適切な価格請求を行い、真実戦略が均衡とし

て達成される。

従来の信用財研究では、専門家の虚偽行動や市場の失敗を防ぐため、品質を監査する外部観察

者の存在や、政府による規制などがたびたび必要とされてきた。Dulleck and Kerschbamer (2006)

における法的責任性または立証可能性の仮定は、これらの総称として解釈できる。本章では法的責

任性および立証可能性を仮定しないが、虚偽行動を選択する専門家のインセンティブが長期でいか

に緩和されるかに分析の焦点を当てるためにも、専門家による請求は外生的に与えられた固定価格

を用いる5。固定価格は専門家による裁量的な価格設定時のインセンティブから消費者を保護する

5価格が市場にて内生的に決定される場合、本章のモデルでは消費者の状態にかかわらず価格は一定となる。その場合、
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ための規制として考えられる6。

以降、次節で関連研究、3節でモデルを説明し、4節にて独占、5節にて寡占のケースを考察す

る。4，5節で示された均衡の条件式を用いて、6節では修繕サービスにおける請求価格について考

察する。7節は結語である。

2 関連研究

Darby and Karni (1973)に始まる信用財の研究は多岐に及んでいる。Dulleck and Kerschbamer

（2006）(以降 DK)はこの分野のサーベイであるが、対象とする信用財はあくまで専門家による診

断・処置という修繕サービスである。そこでは四つの仮定のうちどれを課したときに専門家が適切

に診断または処置を選択するか考察された。四つの仮定とは、(1)診断を行った専門家から処置を

受けなければならないコミットメント，(2)消費者が同じ選好である同質的消費者，(3)問題が解決

しない場合は消費者が補償を訴えることができるため、過小処置が回避される法的責任性, (4)い

かなる処置がなされたか消費者が事後的に判別できるため、過大請求が回避される立証可能性であ

る。本章ではコミットメントと消費者の同質性を仮定するが、法的責任性と立証可能性は仮定しな

い。DKでは、法的責任性または立証可能性のいずれかが仮定されれば、消費者に対する専門家の

適切な行動が均衡として達成される一方、どちらも仮定しない場合は虚偽行動が選択され、条件に

応じては取引が成立しないことが示された。ただし DKのモデルは一回限りの信用財取引であり、

本章は長期の信用財取引を考えることで、専門家の適切な行動に関して肯定的な結論を導出する7。

信用財取引を繰り返しゲームを用いて分析した研究は数少ないが、なかでもFrankel and Schwarz

（2014）は信用財の長期分析として本章と最も関連深い研究である。専門家と消費者の信用財取引

の繰り返しゲームを考え、専門家の適切な行動を均衡として導出している。しかし、専門家の行動

は消費者に対する処置の選択のみであり、高度の処置によって専門家はより大きな利得を得られる

ため、虚偽行動として考察の対象となるのは過大処置のみである。本章では診断における価格請求

と処置における費用によって専門家の利得が決まるため、過大請求と過小処置が考察対象となる。

また、Frankel and Schwarz (2014)は消費者が専門家の過去の処置を観察可能として立証可能性を

暗黙に仮定しているが、本章では過去の処置ではなく、消費者の問題が解決したかどうかを観察可

専門家が状態に即さない虚偽の診断をするインセンティブはなく、処置のみが虚偽行動の考察対象となる。
6日本では診療報酬制度のもと、国によって医療費が公定価格に決められている。これは規制された固定価格の典型例と

いえる。
7Dulleck and Kerschbamer (2006) と補完的に、Dulleck, Kerschbamer, and Sutter (2009) は被験者を集めて信用

財取引の実験を行った。専門家に適切な行動を選択させるためには、法的責任性が決定的な役割を果たすのに比べ、立証可
能性の影響は小さく、また、取引が競争的になることが、長期的になることに比べ大きな役割を果たすことが示された。た
だし本章とは異なり、そこでの分析は長期とはいえ有限回の取引である。
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能としている点でも異なる8。

信用財としての自動車修理を扱った Ely and Valimaki (2003)は、メカニックと顧客の無限回繰

り返しゲームである。この研究でも専門家であるメカニックの行動はエンジン交換またはチューン

アップという処置の選択のみであり、顧客がメカニックの過去の処置を観察可能として立証可能性

を暗黙に仮定している。ただし、本章や Frankel and Schwarz (2014)と異なり、専門家であるメ

カニックにタイプを与えた不完備情報下での評判分析を主眼としている。そこではまず、顧客と同

じ選好のメカニック (グッドタイプ)を考える。したがって選好の異なるメカニックが存在しない

限り、グッドタイプのメカニックは常に適切な処置を選択する。しかし、常にエンジン交換を選択

するメカニック (バッドタイプ)が存在するならば、グッドタイプのメカニックは顧客からバッド

タイプと思われないために、もしその疑いが高まったときはエンジン交換が必要な顧客に対して

チューンアップを行うという虚偽行動を選択する。顧客はこの虚偽行動を予測してメカニックに修

理依頼をせず、この連鎖がバックワードで第 1期まで遡るため、取引が一度も成立しないという結

論が導かれる9。

3 モデル

専門家と消費者による信用財の長期的な取引を無限回繰り返しゲームを用いて考える。t =

{1, 2, · · · } でステージの各期を、δ ∈ (0, 1) で割引因子を表す。ei ∈ {e1, · · · , en} で表される n

人の専門家は全てのステージをプレイする長期的プレイヤーとする。消費者は各期一人だけ存在

し、一期限りで交代する短期的プレイヤーとする。消費者は自身では判別できない何らかの問題を

抱えており、その問題を解決するため専門家による修繕サービスとしての信用財の供給を必要とし

ている10。専門家のみが判別可能なこの問題を hと lの二つの状態で表し（θ ∈ {h, l}）、hは高度

(high)の、lは軽度 (low)の処置が必要とされることを意味する。状態は自然（state of nature）に

よって決定され、状態 hの発生確率を γ ∈ (0, 1)とする（状態 lは 1 − γ）。

専門家による信用財供給は診断と処置という二段階の行動に分けられる。診断における行動選択は

phまたは plであり（p ∈ {ph, pl}）、これは消費者に対してそれぞれ状態が hまたは lであると診断

8Frankel and Schwarz (2009)は異質な (heterogeneous)専門家についても考察している。専門家は高度または軽度の
処置による相対的な利得を私的に観察するため、その情報を持たない消費者は適切な処置を選択させるよう専門家を処置
に関して無差別にすることが出来ない。したがって専門家ができる限り多くのステージで適切に行動するための新たな手
段として割当システム (quota system) を導入している。

9Ely and Valimaki (2003) の主点は、良い評判を形成するためのプレイヤーの行動が、従来の研究成果とは逆に、自
身の均衡利得を押し下げてしまうことにある。したがって、いかにして専門家に適切な行動を選択させるかという信用財研
究の潮流とは一線を画している。

10専門家として医師，メカニック，弁護士を考えるならば、消費者が抱える問題とはそれぞれ身体の不調，自動車の故障，
法律に関わるトラブルなどがそれにあたる。この場合、それぞれ診察と治療，検査と修理，法律による解釈と協議のよう
に、修繕サービスとしての信用財は主に診断と処置という二段階で供給される。
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し、それに見合った価格 phまたは plを請求することを意味する。処置における行動選択は chまた

は clであり（c ∈ {ch, cl}）、実際に高度または軽度の処置を行い、それに見合った費用を計上するこ
とを意味する。診断と処置を一つにまとめ、専門家 eiの t期での行動を at

i ∈ {phch, phcl, plch, plcl}
と表す。これらの行動を利得のパラメータとして直接用い、ph > pl > 0，ch > cl > 0とする。た

だし、専門家は ph と pl、または ch と cl が無差別のときは状態に応じた適切な行動を選択すると

仮定し、θ ∈ {h, l}について pθ > cθ とする。それぞれの状態に対する専門家の適切な診断と処置

の選択、すなわち状態 θに対して pθcθ を選択することを真実行動（truthful action）と呼ぶ。ただ

し、状態と行動は互いに依存する必要はないため、以下の虚偽行動（fraudulent action）が考えら

れる11。

・過小処置（undertreatment）：hのときに cl を選択

・過大請求（overcharging)：ph を請求したうえで cl を選択

他方、t期の消費者の行動選択は、どの専門家を選ぶか、それとも専門家に依頼することなく out

を選択するかであり、それを at
c ∈ {e1, · · · , en, out}で表す。

h l

ch u u

cl 0 u

各状態に対して処置を行ったときの消費者の価値を上の行列で示す（u > 0）。状態にかかわらず

専門家が chを選択したときは価値 uを得ることができるため、消費者は事後的にも真の状態を判

別することができない。他方、専門家が cl を選択したときは状態 lならば u，状態 hならば 0と

なり、過小処置の場合は真の状態を判別できる。すなわち、lのときはどんな処置でも消費者の問

題は解決されるが、hのときに clという軽度の処置を行うだけでは問題は解決されない。したがっ

て、ある専門家を選択した消費者の利得は、過小処置の場合は −p、そのほかの場合は u − pとな

る12。ただし u > ph を仮定し、問題が解決さえすれば消費者の期待利得は正となる。outを選択

した際の利得は簡単化のため 0とする13。消費者は短期的プレイヤーであるため、自身がプレイす

るステージの期待利得を最大にする行動を選択する。

専門家の各期の期待利得をE(p− c)で表す。選ばれなかったときの利得は 0とする。専門家は期

待割引利得 (1 − δ)
∑∞

t=1δ
t−1E(p − c)を最大にするような行動の無限流列である戦略を選択する。

11l のときに ch を選択する過大処置 (overtreatment) も虚偽行動の一つとして考えられるが、ここでは診断と処置が実
際の状態と独立して選択されるため、過大処置が専門家の最適反応と関わることはない。

12専門家から診断を受けた消費者が同じ専門家からの処置を断り、別の専門家に再度診断を依頼することができる場合、
診断費用を明示的にモデルに入れることも検討されるべきである。ここでは診断と処置が同じ専門家によって連続的に行
われるため (コミットメントの仮定)、診断費用は 0 または価格 p に含まれるとする。

13outでは消費者の問題は解決しないままであるが、このときの消費者の利得を負とした場合でも今後の分析結果は変わ
らない。
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定義 1 実際に選択された行動の経路上（オンパス）にて、専門家が真実行動を毎期選択する戦略

を真実戦略 (truthful strategy)と呼ぶ14。真実戦略によって得られる厚生、すなわち各期の専門家

と消費者の期待利得の和が u − γch − (1 − γ)cl となるときをパレート効率的 (Pareto efficient)と

呼ぶ。

第１期を除く t期の消費者は、t − 1期までの消費者の行動 (a1
c , . . . , a

t−1
c )に加え、outが選択さ

れなかった期での価格 p、さらに問題が解決したかどうかのアウトカムも観察可能とする。t期の

結果観察される価格を pt ∈ {ph, pl}で表す。問題が解決したアウトカムを g (good)，過小処置のア

ウトカムを b (bad)とし、t期の結果観察されるアウトカムを st ∈ {g, b}で表す。これらは専門家
も観察可能な公的履歴 (public history)である。ただし各期の状態 θと処置 cに関しては、その期

に選ばれた専門家しか観察できないとする。

以上をもとに、ステージゲームのツリーは次項に描かれる。t期での取引は以下の手順となる。

1. 自然によって状態 hまたは lが決定される。

2. 消費者が行動 at
c ∈ {e1, · · · , en, out}を選択する。

3. 選ばれた専門家 ei が状態を観察した上で at
i ∈ {phch, phcl, plch, plcl}を選択する。

4. 利得が決定される。

このステージゲームでの均衡行動はバックワードで解け、専門家は必ず ai = phcl を選択する。

すなわち (1 − γ)の確率で過大請求と過小処置が行われる。消費者は期待利得が、

γ(−ph) + (1 − γ)(u − ph) ≥ 0

⇔ u ≥ ph

1 − γ

ならば専門家 ei をランダムに選択し、

u <
ph

1 − γ

ならば ac = outを選択する。ステージゲームにおけるこの結論はDulleck and Kerschbamer (2006)

による否定命題である15。

14真実戦略は実際に選択されなかった行動の経路上（オフパス）における専門家の行動を明示していない。
15Dulleck and Kerschbamer (2006) 命題 4。
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4 独占

本節では信用財を供給する専門家が独占のケースを考察する。消費者は専門家を選択できない

ため、既存の専門家に依頼するか否かの inまたは outが消費者の行動となる（at
c ∈ {in, out}）。

u ≥ ph

1 − γ
の場合、専門家が過去にいかなる診断・処置を選択しても消費者の期待利得は非負とな

り inを選択する。したがって毎期 phclを選択する戦略が専門家の支配戦略となり、繰り返しゲー

ムでも (phcl, in)が唯一の均衡行動プロファイルとなるため、虚偽行動が全く解消されない。また、

この場合の各期の厚生は (1 − γ)u − cl となり、u ≥ ph

1 − γ
および ph > ch より、パレート効率的

な u − γch − (1 − γ)cl に及ばない。

短期では信用財取引が成立しない u <
ph

1 − γ
の条件のもと、長期では取引が成立して虚偽行動

が解消されるかを考察する。結論を先に述べると、真実戦略は繰り返しゲームにおける均衡戦略に

ならない。専門家が真実戦略を選択するためには、真実戦略による期待割引利得が、虚偽行動を含

むいかなる戦略のそれよりも大きいまたは等しくなければならない。しかし、虚偽行動を含んだ戦

略の中には消費者の inを誘発するものが存在する。例えば毎期 a = phch を選択する戦略は過小

処置をもたらすことはなく、消費者の期待利得は正となる。消費者による inの選択を所与とする

と、もし ph − ch > pl − clならば、この戦略による専門家の期待割引利得 ph − chは真実戦略によ

る γ(ph − ch) + (1 − γ)(pl − cl)を上回るため、真実戦略は均衡とならない。
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命題 1 真実戦略は均衡にならない。

証明. 専門家は毎期 a = pθcθ を選択する真実戦略が均衡になるとする。消費者は処置が適切であ

る限り inを選択するので、専門家の毎期の期待利得は γ(ph − ch) + (1− γ)(pl − cl)となる。しか

し、専門家が毎期 a = phcθ を選択しても消費者は inを選択するため、そのときの専門家の期待利

得と真実戦略による期待利得を比較すると、

ph − γch − (1 − γ)cl > γ(ph − ch) + (1 − γ)(pl − cl)

となり、真実戦略による均衡利得が最も大きくなることに矛盾する。

真実戦略が均衡にならないため、均衡戦略が存在するならば何らかの虚偽行動が含まれることに

なる。ここで、虚偽行動を含みながらもパレート効率的となる均衡戦略の候補として、先の証明で

用いた戦略を改めて定義する。

定義 2 専門家がオンパスにて毎期 a = phcθを選択する戦略を過大請求戦略 (overcharging strategy)

と呼ぶ。

過大請求戦略では過小処置は回避されるが、過大請求は毎期 1−γの確率で行われる。すなわち、実

際の状態は lで、専門家は処置 clを行ったにもかかわらず、消費者に対して処置 chの対価である ph

を請求している。ただし、この戦略の下で消費者が inを選択するならば、厚生は u−γch−(1−γ)cl

となりパレート効率的である。

命題 2 u <
ph

1 − γ
,および δ ≥ δM=

ch − cl

ph + (1 − γ)ch − (2 − γ)cl
ならば、またそのときに限り、各

期の消費者が inを選択し、専門家が過大請求戦略を選択するサブゲーム完全均衡が存在する。

証明. まずは均衡の候補として、オフパスでの専門家と消費者の行動選択を明示した次の 1, 2のよ

うな過大請求戦略を考える。

1. いかなる t についても at
c = inならば、専門家は at = phcθ を選択する。過去に一度でも b

を観察するか、または at
c = outならば、専門家は at = phcl を選択する。

2. 第１期の消費者は a1
c = inを選択する。t期（t ≥ 2）の消費者は、これまで毎期 gを観察す

る限り inを選択し、一度でも bを観察した場合は outを選択する16。

16pl を観察することは過大請求戦略からの逸脱を意味するが、消費者にとって過小処置が行われない限り pl は ph より
好ましいものなので、価格の逸脱への報復は適切でない。専門家にとっても pl への逸脱は利得を減少させるだけである。
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この過大請求戦略のオフパスでの行動選択はステージゲームのナッシュ均衡戦略の繰り返しであ

り、互いに最適反応となっている。オンパスでの専門家の戦略 at = phcθ を所与とすると、各期の

消費者が inを選択するのは明らか。専門家がオンパスから逸脱することで自身の短期利得が増加

するのは、状態 θに関わらず cl を選択するときだけである。したがって、以下の誘因両立性条件

が成立するならば、上記の過大請求戦略はサブゲーム完全性を満たす。

ph − γch − (1 − γ)cl

≥ (1 − δ) [γ(ph − cl) + (1 − γ)(ph − cl)] + δ(1 − γ) [ph − γch − (1 − γ)cl]

これを整理すると、

δ ≥ ch − cl

ph + (1 − γ)ch − (2 − γ)cl
≡ δM

となる。この過大請求戦略は両者にとって逸脱に対して最も厳しい罰則を与えるナッシュ報復戦略

となっている。したがって、上式の誘因両立性条件によって必要十分性が満たされる17。

長期において信用財取引が成立するのは、専門家による過小処置を消費者がアウトカム bによっ

て観察可能であり、それに対してのナッシュ報復戦略が専門家にとって法的責任性と同様の役割

を果たすからである。u ≥ ph

1 − γ
のときは取引は成立するものの虚偽行動は全く解消されないが、

u <
ph

1 − γ
のときは専門家が十分に長期的であれば過小処置が解消され、パレート効率性も満たさ

れる。しかし u <
ph

1 − γ
となるためには請求価格 phが十分に高く設定されなければならない。以

上の議論により、次の系が導かれるのは明らかである。

系 長期において取引が成立したとしても、状態 θに関わらず phが選択されるため、1 − γ の確

率で過大請求が行われ、専門家による虚偽行動は解消されない。

5 寡占

専門家が複数 (n ≥ 2)存在するとき、消費者はどの専門家に信用財の供給を依頼するか選択でき

る。独占とは異なり、処置に関しては u ≥ ph

1 − γ
の場合でも、過小処置を過去に一度でも行った

専門家には再度依頼しないという行動を消費者が選択することで、専門家による過小処置を回避で

きる。

他方、診断において適切な価格を専門家が請求するためには、それが他のいかなる行動による期

待割引利得以上の値を与えなければならない。しかしながら、専門家の利得は実際の状態 θ から
17Abreu (1988) を参照。
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独立しているので、phと plが無差別であるときに限り専門家は適切な価格を請求する。繰り返し

ゲームにおいて専門家が毎期適切な診断を行うということは、確率 γ で phを，1 − γ で pl を選択

することに他ならない。これは消費者からすると専門家が混合行動 (mixed action)を行っているこ

とと同値であり、したがって専門家にとって phと plは無差別となっている。すなわち、毎期適切

な診断を誘導するには、専門家を ph と pl で無差別にするような行動を消費者が選択すればよい。

たとえば、以前に phを選択した専門家をより低い確率で，plを選択した専門家をより高い確率で

選択するような混合行動である。

命題 3 v > 0かつ δ ≥ δo=
p̂ + ĉ

v + p̂ + ĉ
ならば、またそのときに限り、専門家が真実戦略を選択する

サブゲーム完全均衡が存在する。ただし p̂ = ph − pl, ĉ = ch − cl, v = pl − γch − (1− γ)clである。

証明. まずは均衡の候補として、オフパスでの専門家と消費者の行動選択を明示した次の 1, 2のよ

うな真実戦略を考える。

1. いかなる i ∈ {1, · · · , n}についても、専門家 eiは第 1期で a1
c = eiならば、a1

c = pθcθを選択

する。a1
c ̸= ei ならば、a1

i = phcl を選択する。t期（t ≥ 2）では、at−1
c ̸= ei, a

t
c = ei、また

は at−1
c = ei, s

t−1 = g, at
c = ei ならば、at

i = pθcθ を選択する。ただし同じ条件であっても、

いかなる j ̸= iについても aτ
c = ej のときに sτ = bとなるような τ ≤ t − 1が存在するなら

ば、at
i = phcθ を選択する。at

c ̸= ei、または at
c = out、または at−1

c = ei, s
t−1 = b, at

c = ei

ならば、at
i = phcl を選択する。

2. 第１期の消費者はランダムに a1
c = eiを選択する。t期（t ≥ 2）の消費者は、at−1

c = ei, s
t−1 =

g, pt−1 = pl ならば、at
c = ei を選択する。at−1

c = ei, s
t−1 = g, pt−1 = ph ならば、確率 qで

at
c = ei、1 − q で at

c = ej を選択する。ただし同じ条件であっても、いかなる k ̸= iについ

ても aτ
c = ek のときに sτ = bとなるような τ ≤ t − 2が存在するならば、at

c = ei を選択

する。at−1
c = ei, s

t−1 = bならば、at
c = ej を選択する。ただし同じ条件であっても、いか

なる k ̸= iについても aτ
c = ek のときに sτ = bとなるような τ ≤ t − 2が存在するならば、

u ≥ ph

1 − γ
のときは at

c = ei、u <
ph

1 − γ
のときは at

c = outを選択する。at−1
c = outならば、

at
c = outを選択する。また、ここでの ej は、いかなる τ ≤ t − 2においても、aτ

c ̸= ej、ま

たは aτ
c = ej , s

τ = gを満たすような j ̸= iである。

この真実戦略によって達成される専門家の期待割引利得を vで表す。専門家の真実戦略が最適反応

となるには、上述の消費者の戦略のもとで専門家にとって phと plが無差別でなければならない。ph

を選択することによる専門家の期待割引利得は vを用いると、(1− δ) [ph − γch − (1 − γ)cl] + δqv
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となる。他方、plを選択することによる専門家の期待割引利得は、(1−δ) [pl − γch − (1 − γ)cl]+δv

となる。したがって、次式が成立するならば、専門家にとって phと plが無差別となり、仮定によ

り専門家は消費者に対して毎期適切な価格を請求する。

v = (1 − δ) [ph − γch − (1 − γ)cl] + δqv = (1 − δ) [pl − γch − (1 − γ)cl] + δv

これを解くと、

v = pl − γch − (1 − γ)cl,

q = 1 − (1 − δ)p̂
δv

が求まる。この条件に加えて、真実戦略が均衡となるためには、専門家が処置について逸脱するイ

ンセンティブがなければよい。価格は適切に請求していることを前提として、one-shot deviation

principle により、

(1 − δ) [γ(ph − ch) + (1 − γ)(pl − cl)] + δ [γq + (1 − γ)] v

≥ (1 − δ) [γ(ph − cl) + (1 − γ)(pl − cl)] + δ(1 − γ)v.

これを整理すると、

δ ≥ ĉ

qv + ĉ

となり、q = 1 − (1 − δ)p̂
δv

を代入して整理すると、

δ ≥ p̂ + ĉ

v + p̂ + ĉ
≡ δo

となる。ただし δ ∈ (0, 1)より、

δo=
p̂ + ĉ

v + p̂ + ĉ
< 1

すなわち v > 0の条件が必要となる。確率 qについては、この誘引両立性条件の下では、q ≥ ĉ

p̂ + ĉ
となり、q ∈ [0, 1]を満たす。専門家のオンパスでの行動を所与とすると、消費者の行動は最適に

なっていることは自明である。また、この真実戦略のオフパスでの行動選択は互いに最適反応と

なっている。なぜなら、オフパスでの行動選択はステージゲームのナッシュ均衡戦略の繰り返しか、

または過大請求戦略となっているからである。とくに後者については、専門家 ei が選ばれ、しか

も ei 以外の全ての専門家からすでにアウトカム bが観察されているならば、たとえ ei が ph を選
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択したとしても消費者は他の専門家を (1− q)の確率で選択するインセンティブがないため、eiは

ph を選択する。過大請求戦略が均衡となるための条件は δ ≥ δM であったが、

δM =
ch − cl

ph + (1 − γ)ch − (2 − γ)cl

=
ĉ

v + p̂ + ĉ

となり、明らかに、δo> δM である。したがって、以上の条件が成立するならば、この真実戦略は

サブゲーム完全性を満たす。これは過小処置への逸脱に対して両者にとって最も厳しい罰則を与え

るナッシュ報復戦略となっているため、誘因両立性条件によって必要十分性は満たされる。

寡占の場合、各専門家が十分に長期的であれば真実戦略が均衡として達成されることが示され

た18。そこで実現される戦略のパス上では専門家は処置だけでなく診断についても適切な行動を選

択し、虚偽行動は選択されない。直感的には、専門家が高い価格 phを選択すると消費者は他の専門

家に依頼する可能性があるため、それを可能な限り回避するインセンティブ、すなわち状態に応じ

た適切な診断・処置を行う真実行動が均衡として導かれる。v > 0の条件は、v = pl−γch−(1−γ)cl

より、請求価格 pl が十分高く設定されていればよい。また、過去に請求された価格は全て観察可

能な公的履歴としているが、専門家が真実戦略を選択するためには 1期前の価格のみが観察可能で

あればよいことも分かる。

消費者による無差別化行動によって専門家の期待割引利得は v = pl−γch−(1−γ)clとなるが、無差

別の場合には仮定より専門家は真実行動を選択するため、各期の期待利得はγ(ph−ch)+(1−γ)(pl−cl)

である。したがって、消費者の期待利得と合わせた厚生はパレート効率的となる。

6 請求価格の解釈

前節までの議論により、パレート効率的な厚生が達成されながら、独占では過大請求戦略、寡占

では真実戦略が均衡として達成されるための条件として、専門家が十分に長期的であり、請求価格

が適切に設定されなければならないことが示された。それらの条件を用いて、本節では修繕サービ

スにおける請求価格について解釈を加える。

独占において虚偽行動の一部である過小処置が解消され、長期均衡においてパレート効率的な厚

18前節の独占においては過大請求戦略、本節の寡占においては真実戦略が均衡を導くかを考察しているが、当然ながら
これらは一意の均衡戦略ではない。寡占においては過大請求戦略も均衡戦略となり、そのための条件は δ ≥ δM のみであ
ることが確認できる。
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生が達成されるための条件は、

u <
ph

1 − γ
,

δ ≥ δM=
ch − cl

ph + (1 − γ)ch − (2 − γ)cl

であった。δM は phの減少関数となっており、(1− γ)u < ph < uのもとで phが高いほど、パレー

ト最適な厚生が達成されやすくなる。しかし、ph が高くなれば、消費者の利得は当然ながら減少

する。それに加えて、独占では過大請求の可能性が決して排除されない。したがって、公平性や消

費者保護の観点からすると、高すぎる請求価格は大いに問題となる。独占において請求価格 phは

それを管理する当事者機関によって、虚偽行動の解消と公平性とのトレードオフを考慮して適切に

定められるべきである。

他方、寡占において専門家の虚偽行動が解消され、真実戦略が長期均衡となり、パレート効率的

な厚生が達成されるための条件は、

v > 0,

δ ≥ δo=
p̂ + ĉ

v + p̂ + ĉ

であった。ここで δo と価格について、

∂δo

∂ph
=

v

(v + p̂ + ĉ)2
> 0,

∂δo

∂pl
= − 1

v + p̂ + ĉ
< 0

となるため、δo は ph の増加関数、pl の減少関数である。また、∣∣∣∣ ∂δo

∂ph

∣∣∣∣ <

∣∣∣∣∂δo

∂pl

∣∣∣∣
である。したがって、δoを極力低下させて真実戦略が均衡として達成されやすくするためには、ph

を減少させるよりも pl を増加させる方が効果は大きい。δo の下限値は pl < ph より、

lim
pl→ph

δo =
ch − cl

ph + (1 − γ)ch − (2 − γ)cl
= δM

となる。寡占では過大請求戦略も長期均衡となり、そのための条件は δ ≥ δM であることから、pl

が増加して phに近づくほど δoは小さくなり、δM に収束するのは明らかである。しかし、plが限

りなく phに近い水準で固定されているならば、専門家による虚偽行動の可能性が理論上は排除さ

れているとはいえ、独占の場合と同様に公平性の観点からすると大いに問題である。したがって、
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寡占においても請求価格 ph, plは虚偽行動の解消と公平性とのトレードオフを考慮して適切に定め

られるべきである。

7 結語

従来の信用財研究は主に短期的な分析であり、専門家による虚偽行動を回避する手段として外部

観察者の存在や政府による規制などが考察されてきた。本章は繰り返しゲームを用いて、専門家に

よる診断・処置という修繕サービスとしての信用財の長期的な取引を独占と寡占のケースで考察し

た。価格を固定して考えた点を除き規制などを設けておらず、特に法的責任性と立証可能性を仮定

していない。したがって短期では過大請求と過小処置の虚偽行動が回避されず、条件に応じては取

引が成立しない。しかしながら、長期において価格が適切に設定され、専門家が十分に長期的であ

るならば、取引は成立し、過小処置は回避されることが示された。ただし独占での均衡戦略には過

大請求が含まれ、虚偽行動を完全に回避することができない。他方、寡占では消費者が専門家の診

断を無差別にするような行動を選択することによって、診断・処置ともに適切に選択される真実戦

略が均衡として達成されることが示された。また、専門家による虚偽行動を予防するためにも、さ

らには公平性の観点からも、消費者に請求される価格は適切に設定されるべきである。

本章では専門家の診断と処置は連続して行われるというコミットメントの仮定を課している。範

囲の経済性が大きい信用財については、診断を一度で終え、処置も同じ専門家に依頼する方が、別

の専門家にさらなる診断や処置を依頼するよりも両者にとって効率的であり、コミットメントの仮

定は妥当であろう。この考えに則れば、本章の対象とする修繕サービスは、範囲の経済性が大きな

ものに限られている。他方、範囲の経済性が決して大きくない信用財についてはコミットメントの

仮定は適当でなく、複数の専門家に診断を依頼したり、診断と処置で異なる専門家を選択するケー

スが考察されるべきである19。したがって、コミットメントの仮定を外し、範囲の経済性を測る手

段として診断費用や移動費用などを導入することで、複数の専門家からの診断が可能なモデルへの

展開が考えられる。また、同質的消費者の仮定を課しているため、すべての消費者は専門家の行動

が適切なものであったか事後的にも判別できなかった。しかし、現実には消費者の間で知識や経験

に差があり、診断と処置が適切であったか判別できる消費者も存在するであろう。このような消費

者の異質性を含めたモデルへの展開も考えられる。

繰り返しゲームにおいてプレイヤーは行動履歴に基づいて戦略を決定するため、相手の行動履歴

19日本の医療サービスは範囲の経済性が大きな信用財である。例えば、実際に手術を開始してからでないと患者の状態
を判別できないようなケースでは、範囲の経済性が極端に大きい。昨今、主治医以外の専門的な医療機関に意見を求めるセ
カンド・オピニオンが注目されているが、主治医からの情報提供の必要性、高額な自己負担などの理由から十分に普及して
いるとは言いがたい。他方、電化製品や自動車などの耐久財は、実際に修理を行う前に無料で点検できることが多く、日本
において耐久財の修理は医療サービスに比べて範囲の経済性が小さいと考えられる。
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を観察できることが非常に重要となる。本章では、消費者は価格に加え、問題が解決したかどうか

のアウトカムを観察できるため、専門家の過大請求戦略または真実戦略からの逸脱に対してステー

ジゲームのナッシュ均衡戦略で報復することができ、それによって専門家には逸脱しないインセン

ティブが与えられた。しかし、短期的プレイヤーとしての消費者が以前の価格やアウトカムを全て

観測できるというのはかなり強い仮定である。より現実的な考察のためには、それらを確率的に観

測できるという不完全観測や、消費者間の口コミによって過去の情報が伝達されるような一般的モ

デルの構築が必要であろう。
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第2章

相対利潤の導入によるベルトラン均衡の
変化

要旨

2次の費用関数をもつ企業が同質的な財を生産する複占におけるベルトラン均衡を考察する。企業

は自社の絶対利潤ではなく、自社の絶対利潤と他社との相対利潤の加重和を最大にする。両企業が

同一価格をつける複占均衡が存在し、均衡価格は範囲で求まることを示す。この範囲は絶対利潤を

最大化した場合の均衡価格の範囲に比べて狭くかつ低く、加重和の相対利潤にかかる比重が大きく

なるほど、さらに狭くかつ低くなる。この意味で、相対利潤最大化は絶対利潤最大化に比べてより

競争的な行動規範を企業にもたらすと考えられる。

本章は田中靖人教授（同志社大学経済学部）との共著論文「Relative Profit Maximization and

Bertrand Equilibrium with Quadratic Cost Functions, 2013, Economics and Business Letters, 2

(3), pp.134-139, Oviedo University Press.」を日本語に訳し、加筆・修正したものである。元論文

は全 4節から構成されている。それらについて主な分担関係を以下に示す。なお、博士学位論文の

構成章として用いることについて、田中教授の了承を得ている。

• 執筆動機は両人による。

• 1節 「Introduction」は田中教授による。

• 2節 「The Model」は両人による。

• 3節 「Absolute Profit Maximization」は本人による。

• 4節「Relative Profit Maximization」は両人による。

• 証明の精査は本人による。

• 投稿後の修正は田中教授による。
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1 イントロダクション

価格競争の広く知られた問題のひとつにベルトランの逆説がある。寡占市場において企業が同質

的な財を生産し、固定費用がなく限界費用は一定で、費用関数が対称であるならば、価格競争の結

果として導出されるベルトラン均衡（すなわち均衡価格）は限界費用と等しくなる。また、総生産

量は完全競争での均衡と一致し、企業の利潤はゼロになる。この結果は寡占市場において企業が生

産量を戦略変数とするときのクールノー均衡とは大きく異なり、それゆえにベルトランの逆説と呼

ばれている。企業が同質的な財ではなく差別化された財を生産するならば、各企業の最適価格は戦

略的補完関係となり、均衡価格は限界費用を上回る。したがってベルトランの逆説は成立しない。

しかし、限界費用が一定ではないケースや費用関数が非対称であるケースでは均衡そのものが存在

しないことが知られている。とくに前者のケースは、Edgeworth (1925)によって指摘されたこと

から、エッジワースのベルトラン批判として有名である。

エッジワースのベルトラン批判に対して、Maskin (1986)は一般的な費用関数のもとでの混合戦

略ナッシュ均衡の存在を明らかにした。また、Dastidar (1995)は混合戦略に固有の問題を指摘し、

逓増的な費用関数のもとで純戦略ナッシュ均衡の存在を明らかにした。

本章では Dastidar (1995)の逓増的な費用関数の設定にならって、2次の費用関数をもつ企業が

同質的な財を生産する複占でのベルトラン均衡を考察する。ただし、企業は通常の利潤を意味する

絶対利潤ではなく、絶対利潤と相対利潤の加重和を最大にするものと考える。相対利潤は自社の絶

対利潤と他社の絶対利潤の単純差とする。導かれる結論は以下のとおりである。

1. 企業が絶対利潤を最大化するならば、一方の企業が生産した財のみが需要される独占均衡は

存在しない。両企業とも同じ価格を設定するような複占均衡は存在するが、均衡価格は一意

ではなく範囲で求められる。

2. 企業が自社の絶対利潤と相対利潤の加重和を最大にするならば、1と同様に独占均衡は存在

しないが、複占均衡は存在し、均衡価格は一意でなく範囲で求められる。これは 1の範囲に

内包され、加重和の相対利潤にかかる比重が大きくなるほど、狭くかつ低くなる。

すなわち、企業が絶対利潤と相対利潤の加重和を最大にする場合でも、Maskin (1986)やDastidar

(1995)と同様にベルトラン均衡の存在が示される。この場合、企業の相対利潤はゼロとなるが、絶

対利潤は非負となり、それらの加重和である企業の利潤も非負となる。また、均衡価格がより狭く

低い範囲内に存在するという意味で、相対利潤を導入した目的関数の最大化は絶対利潤最大化に比

べて企業に対してより競争的な行動規範をもたらすと考えられる。

本章の構成は以下のとおりである。次節では価格競争と相対利潤についての関連研究を紹介し、
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相対利潤を企業の目的関数に導入する意義を解説する。3節ではモデルを、4節では 2次の費用関

数のもとでの Dastidar (1995)の結果をベンチマークとして与える。相対利潤の導入による影響を

5節で考察する。6節は結語である。

2 関連研究と研究動機

Edgeworth (1925)は寡占市場において同質的な財を生産する企業の限界費用が一定ではなくゼ

ロのケースを考察し、需要の価格弾力性が十分に大きい場合を除いて均衡となる価格が存在しない

ことを示した。Edgeworth (1925)以降、均衡の非存在性を解消するべく様々のアプローチが試み

られた。そのひとつにMaskin (1986)による混合戦略を用いた研究がある。一般的な費用関数のも

とで、混合戦略によるナッシュ均衡の存在を明らかにしたのである。しかし、混合戦略均衡には、

それを経済学の観点からどのように解釈すべきかという混合戦略に特有の問題が残る。すなわち、

企業が混合戦略均衡となる価格のなかから実際にどの価格をどのように設定しているのかという問

題である。Dastidar (1995)はこの問題を指摘し、逓増的な費用関数のもとでは混合戦略ではなく

純戦略のナッシュ均衡が存在することを示した。これらの先行研究では企業の目的関数は自社の絶

対利潤である。しかし、以下で記述するように、企業が相対利潤を最大化する場合、従来の絶対利

潤最大化とは異なる有意な結論が導かれることが知られている。したがって、本章では Dastidar

(1995)の逓増的な費用関数の設定にならって、2次の費用関数をもつ企業が自社の絶対利潤と相対

利潤の加重和を最大化するときのベルトラン均衡を考察する。

企業が絶対利潤ではなく相対利潤を最大化の目的関数とする意義について、まずは次のような直

観的解釈を与える。日常において我々は自身と他者を比較しながら生活している。例えば、身近に

存在する他者に比べてより多くの収入を得たい、より豊富な知識や教養を得たい、より洗練された

生活を送りたいといったようにである。同業他社よりも多くの利潤を得たい、組織内でライバルよ

りも早く出世したいといったように、企業や組織についても同様のことが言える。つまり、企業は

自社と他社の利潤の差を常に意識しながら行動していると考えられる1。

このような直観的解釈を裏付ける様々な先行研究が存在する。同質財を生産する企業が相対利潤

を最大化する場合、不完全競争市場におけるクールノー競争であっても完全競争下での生産量が

均衡となり、それが進化的安定となることが Schaffer (1989)や Vega-Redondo (1997)によって分

かっている。Kockesen, Ok and Sethi (2000)は、相対利潤を最大化する企業と絶対利潤を最大化

1企業の取締役などが組織における自身の絶対的な成果だけではなく、相対的な成果によっても評価されているといった
Gibbons and Murphy (1990) による実証研究も存在する。日本においては、ビールや自動車のメーカー、コンビニ大手
チェーン、携帯電話キャリアなどの各社がそれぞれの市場シェアを争っている。このことは企業が相対的な成果を重んじて
いることの実例といえよう。
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する企業の両方が存在する場合、相対利潤を最大化する企業の方が大きな絶対利潤を得る可能性を

示した。Lundgren (1996)は、寡占市場における企業の結託を防ぐ手段として、経営の現場におい

て相対利潤を目的関数とすることの優位性を説いている2。

多くの先行研究で相対利潤は「（自社の絶対利潤）−（他社の絶対利潤）」と定義され、これが企
業の目的関数として用いられている。本章では相対利潤を企業の目的関数としてそのまま用いる

のではなく、絶対利潤と相対利潤の加重和を目的関数としている。Matsumura and Matsushima

(2012)やMatsumura, Matsushima and Cato (2013)は、相対利潤をより一般的に「（自社の絶対

利潤）−γ（他社の絶対利潤）」として定義している。数量競争を考えるならば、γ = 1のときは完

全競争、γ = 0のときは通常のクールノー競争、γ = −1のときはカルテルのケースとなり、完全

競争からカルテルに至るまでの競争の度合いが γの値によって連続的に表現可能となる。実は次節

で定義する絶対利潤と相対利潤の加重和の比重 αを γと置き換えると、この定義に等しくなる。そ

れにもかかわらずこの定義ではなく加重和を企業の目的関数として用いている理由は、他社と比べ

てより多くの利潤を得たいという企業が相対利潤を最大化することの本質的な意義を踏まえると、

γ がマイナスの値を取りうる状況をモデルに含めることは望ましくないと考えるからである。

3 モデル

複占における 2企業を Aまたは Bとする。企業は同質的な財を生産し、Aの財の価格を pA、B

の財の価格を pB とする。ただし、0 < pA < 1, 0 < pB < 1とする。各企業の生産量をそれぞれ

qA, qB とする。企業の戦略変数は価格であり、消費者はより安い価格を提示する企業から財を購入

する。p = min {pA, pB}とすると、消費者の需要は次式の逆需要関数で表される。

p = 1 − qA − qB

pA = pB ならば、各企業は消費者の需要を折半する。この状況を複占として Dで表す。したがっ

て、pA = pB ならば、

qA = qB =
1 − p

2

となる。他方、pA < pB（または pB < pA）ならば、企業A（または企業 B）がすべての需要を獲

2Tanaka (2013)または佐藤・田中 (2013)は、複占または寡占において差別化された財を生産する企業が相対利潤を最
大化する場合、価格設定行動と数量設定行動が同じ結果をもたらすことを示した。ただし、この結論は複占または各企業の
費用が対称的な寡占においてのみ成立することも判明している（Satoh and Tanaka (2013a) (2013b)）。相対利潤につい
ての先行研究としては他にも Lu (2011) や Miller and Pazgal (2001) などを参照されたい。
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得する。この状況を独占としてM で表す。したがって、pA < pB ならば、

qA = 1 − pA, qB = 0

pB < pA ならば、

qB = 1 − pB , qA = 0

となる。費用関数を次式のような生産量の 2次関数で表す。ただし、c > 0である。

cA(qA) = cq2
A, cB(qB) = cq2

B

pA < pB ならば、企業 Aの絶対利潤は、

πM
A = (1 − pA)pA − c(1 − pA)2 = (1 − pA)(pA + cpA − c)

となる。この場合、企業 Bの絶対利潤はゼロである。同様に pB < pA ならば、

πM
B = (1 − pB)pB − c(1 − pB)2 = (1 − pB)(pB + cpB − c)

となり、企業 Aの絶対利潤はゼロとなる。他方、pA = pB ならば、企業の絶対利潤は次式のよう

になる。

πD
A = πD

B =
1 − p

2
p − c

(
1 − p

2

)2

=
(

1 − p

4

)
(2p + cp − c)

企業の目的関数は上述の絶対利潤と相対利潤の加重和とする。相対利潤は自社の絶対利潤と他社

の絶対利潤の単純差で表す。したがって、複占企業の目的関数はそれぞれ次式のように表される。

ただし、αは相対利潤の加重和に占める比重で、0 < α < 1である。

ΠD
A = (1 − α)πD

A + α(πD
A − πD

B ) = πD
A − απD

B

ΠD
B = (1 − α)πD

B + α(πD
B − πD

A ) = πD
B − απD

A

複占では πD
A = πD

B となるので、次式のように整理される。

ΠD
A = ΠD

B = (1 − α)πD
A

独占ではより高い価格を提示する企業の絶対利潤はゼロになる。したがって、独占企業の絶対利潤

と相対利潤は等しくなり、独占企業の目的関数は絶対利潤そのものになる。すなわち、企業 Aが
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独占企業であれば、

ΠM
A = πM

A

企業 Bが独占企業ならば、

ΠM
B = πM

B

となる。今後は一般性を失うことなく、pA ≤ pB を仮定する。以上のモデルにより、以下の 1から

4の結果を得るのは明らかである。

1. pA < pB かつ pA <
c

1 + c
ならば、πM

A < 0。pA < pB かつ pA =
c

1 + c
ならば、πM

A = 0。

pA < pB かつ pA >
c

1 + c
ならば、πM

A > 0。

2. pA = pB かつ pA <
c

2 + c
ならば、πD

A = πD
B < 0。pA = pB かつ pA =

c

2 + c
ならば、

πD
A = πD

B = 0。pA = pB かつ pA >
c

2 + c
ならば、πD

A = πD
B > 0。

3. pA <
3c

2 + 3c
ならば、πM

A < πD
A。pA =

3c

2 + 3c
ならば、πM

A = πD
A。pA >

3c

2 + 3c
ならば、

πM
A > πD

A。

4. pA <
(3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
ならば、

ΠM
A < ΠD

A · · · (1)

pA =
(3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
ならば、

ΠM
A = ΠD

A · · · (2)

pA >
(3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
ならば、

ΠM
A > ΠD

A · · · (3)

価格についての不等式に表れる値について、以下の関係が見られる。

c

1 + c
<

(3 + α)c
2(1 + α) + (3 + α)c

<
3c

2 + 3c

lim
α−→1

(3 + α)c
2(1 + α) + (3 + α)c

=
c

1 + c

lim
α−→0

(3 + α)c
2(1 + α) + (3 + α)c

=
3c

2 + 3c
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ここで

p̄ =
(3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c

とおいて、これを αで微分すると、

dp̄

dα
= − 4c

[2(1 + α) + (3 + α)c]2
< 0 · · · (4)

となる。したがって、相対利潤の比重である αが大きくなれば、p̄は小さくなる。

4 絶対利潤最大化

相対利潤導入による影響を考察する次節のベンチマークとして、本節では企業が目的関数とし

て絶対利潤を最大化する場合のベルトラン均衡について考える3。均衡の候補として次の定義を与

える。

定義 1 独占の状況におけるベルトラン均衡を独占均衡と呼ぶ。複占の状況におけるベルトラン均

衡を複占均衡と呼ぶ。

補題 1 独占均衡は存在しない。

証明. pA < pB となる独占均衡が存在すると仮定する。

1. pA >
c

1 + c
ならば、企業 Bは pAをわずかに下回るような pB によって企業 Aに代わって独

占企業となり、正の絶対利潤を得ることができる。

2. pA =
c

1 + c
ならば、企業 Bは pB = pAとすることで企業 Aとともに複占企業となり、正の

絶対利潤を得ることができる。

3. pA <
c

1 + c
ならば、独占企業 Aの絶対利潤は負となるが、たとえば pA = pB =

c

1 + c
とす

ることで企業 Aは複占企業として正の絶対利潤を得ることができる。

したがって、企業には pA < pB のような価格からは逸脱するインセンティブがあり、pA < pB と

なる独占均衡が存在する仮定に矛盾する。

命題 1 複占均衡は存在し、均衡価格は
c

2 + c
≤ p ≤ 3c

2 + 3c
という範囲になる。

証明. pA = pB となる複占均衡の存在を仮定する。

3本節は Dastidar (1995) のモデルを簡単化し、逓増的な費用関数を 2 次の費用関数に置き換えた場合の議論である。
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1. pA >
3c

2 + 3c
ならば、複占企業 Bは pA をわずかに下回るような pB によって独占企業とな

り、より大きな絶対利潤を得ることができる。

2.
c

2 + c
≤ pA ≤ 3c

2 + 3c
ならば、複占企業の絶対利潤は非負となる。企業 B（または企業 A）

は pA（または pB）をわずかに下回るような pB（または pA）によって独占企業となるが、絶

対利潤は減少してしまうか、または変化しない。

3. pA <
c

2 + c
ならば、複占企業の絶対利潤は負となるが、相手企業よりも高い価格をつければ

絶対利潤はゼロに増加する。

したがって、
c

2 + c
≤ pA ≤ 3c

2 + 3c
のときに限り、複占企業には pA = pB から逸脱するインセン

ティブがなく、複占均衡が存在する。

企業が絶対利潤を最大化する場合、複占均衡は
c

2 + c
≤ pA ≤ 3c

2 + 3c
という範囲で求まること

が導かれた。限界費用が一定ではない逓増的な費用関数であっても均衡の存在が示されたことにな

り、エッジッワースのベルトラン批判とは対照的な結論である4。

5 相対利潤導入による影響

本節では企業が目的関数として絶対利潤と相対利潤の加重和を最大化する場合のベルトラン均衡

について考える。

補題 2 独占均衡は存在しない。

証明. pA < pB となる独占均衡が存在すると仮定する。

1. pA >
c

1 + c
ならば、企業 Bは pAをわずかに下回るような pB によって企業 Aに代わって独

占企業となり、正の絶対利潤および相対利潤を得ることができる。

2. pA =
c

1 + c
ならば、企業 B は pB = pA とすることで企業 A とともに複占企業となり、

c

2 + c
<

c

1 + c
なので正の絶対利潤およびゼロの相対利潤を得ることができる。

3. pA <
c

1 + c
ならば、独占企業 Aの絶対利潤および相対利潤は負となるが、たとえば pA =

pB =
c

1 + c
とすることで企業 Aは複占企業として正の絶対利潤およびゼロの相対利潤を得

ることができる。

4Dastidar (1995) は、企業の費用関数が非対称であれば、均衡価格が一意となりうることも示している。
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したがって、企業には pA < pB のような価格からは逸脱するインセンティブがあり、pA < pB と

なる独占均衡が存在する仮定に矛盾する。

命題 2 複占均衡は存在し、均衡価格は
c

2 + c
≤ p ≤ (3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
という範囲になる。

証明. pA = pB となる複占均衡の存在を仮定する。この場合、複占企業の相対利潤はゼロとなる。

1. pA >
(3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
ならば、(3)式により、複占企業には pA = pB から逸脱するイン

センティブがある。

2.
c

2 + c
≤ pA ≤ (3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
ならば、(1)式と (2)式により、複占企業には pA = pB

から逸脱するインセンティブがない。

3. pA <
c

2 + c
ならば、複占企業の絶対利潤は負、相対利潤はゼロとなるが、相手企業よりも高

い価格をつければ絶対利潤はゼロに増加する。また、
c

2 + c
<

c

1 + c
なので相手企業の絶対

利潤は負となり、自社の相対利潤は正となる。

したがって、
c

2 + c
≤ pA ≤ (3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
のときに限り、各企業には pA = pB から逸脱す

るインセンティブがなく、複占均衡が存在する。

(3 + α)c
2(1 + α) + (3 + α)c

<
3c

2 + 3c
より、企業が絶対利潤と相対利潤の加重和を最大化する場合の複

占均衡における均衡価格の範囲
c

2 + c
≤ p ≤ (3 + α)c

2(1 + α) + (3 + α)c
は、絶対利潤を最大化する場合

の複占均衡における均衡価格の範囲
c

2 + c
≤ p ≤ 3c

2 + 3c
に内包される。前者の範囲は後者に比べ

て狭くかつ低い。また、（4）式により、相対利潤の加重和に占める比重 αが大きくなるほど、その

範囲はより狭くかつ低いものとなる。企業が相対利潤を重視するほど、すなわち自社の絶対利潤と

他社の絶対利潤の差を重視するほど、他社の絶対利潤が小さくなることが企業にとって好ましくな

るため、より厳しい価格競争の状況が発生する。その結果として、複占均衡における均衡価格とな

り得る範囲は狭くかつ低くなる。

利潤について言及すると、企業の相対利潤はゼロとなるが、絶対利潤は非負となり、その加重和

である企業の利潤は (1− α)πD
A ≥ 0となる。これは明らかに絶対利潤最大化の場合の均衡利潤 πD

A

よりも小さく、企業が相対利潤を重視するほど小さくなる。

以上の意味で、絶対利潤最大化に比べて、相対利潤を導入した目的関数の最大化は価格競争を行

う企業に対してより競争的な行動規範をもたらすと考えられる5。

5本章では線形の需要関数と 2次の費用関数を考察した。Satoh and Tanaka (2014) はこれを拡張し、一般的な需要関
数と凸の費用関数の下でも本章と同様の結論が導かれることを示した。
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6 結語

本章では同質財を生産する複占企業による価格競争において、企業の目的関数に相対利潤を導入

することの意義について考察した。企業が自社の絶対利潤のみを目的関数とする場合、均衡価格が

純戦略ナッシュ均衡として範囲で求められることは Dastidar (1995)および本章の 4節のとおりで

ある。しかし、企業が絶対利潤と相対利潤の加重和を目的関数とする場合の均衡価格はより狭くか

つ低くなり、相対利潤が重視されるほど、それはさらに狭くかつ低くなることが示された。企業が

相対利潤を考慮し、さらにそれを重視することは、自社と他社の絶対利潤の差がより大きくなるこ

とを企業が望むということに他ならない。すなわち、企業の目的関数に相対利潤を導入し、それを

より重視させることで、企業に対してより競争的に価格を選択する行動規範を与えることが可能と

なる。
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第3章

凸値需要対応の構成的分析

要旨

Bridges (1992)は連続かつ uniformly rotund の選好関係をもつ消費者の連続需要関数が存在する

ことを構成的に示した。本章ではこの需要関数を需要対応に拡張する。また、uniformly rotund に

代わって弱 uniformly rotund を定義する。このとき、消費者の選好関係が連続性、弱 uniformly

rotund、単調性を満たすならば、閉グラフの凸値需要対応が存在することを構成的に示す。

本章は田中靖人教授（同志社大学経済学部）との共著論文「A Constructive Analysis of Covex-

Valued Demand Correspondence for Weakly Uniformly Rotund and Monotonic Preference, Ad-

vances in Decision Sciences, Volume 2011, Article ID 960819, pp. 1-7, Hindawi Publishing

Corporation, 2011.」を日本語に訳し、加筆・修正したものである。元論文は全 3節と Appendix

から構成されている。それらについて主な分担関係を以下に示す。なお、博士学位論文の構成章と

して用いることについて、田中教授の了承を得ている。

• 執筆動機は田中教授による。

• 1節 「Introduction」は田中教授による。

• 2節 「Preliminary Results」は両人による。

• 3節 「Covex-Valued Demand Correspondence with Closed Graph」は両人による。

• 付録「Appendix」は両人による。

• 証明の精査および投稿後の修正は本人による。
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1 イントロダクション

ミクロ経済学の消費者理論では、選好関係や消費集合がいくつかの条件を満たせば、連続な需要

関数が存在することが知られている。すなわち、消費者が連続かつ強凸の選好をもち、消費集合が

RN のコンパクトかつ凸の部分集合であれば、連続な需要関数が存在する1。しかし、構成的数学

の立場からすると、この結果は単純に受け入れられないものである。

構成的数学は Brouwerの直観主義に基づき、数学的対象の存在証明のためにはそれを構成また

は計算する方法（アルゴリズム）を明示的に与えなければならないと主張する。したがって構成的

数学によれば、ある集合 X の存在を証明するためには、「X が存在しないと仮定すると矛盾が生

じるため、X は存在する」といった背理法が認められない。背理法を用いず、X を構成または計

算する方法が与えられたならば、X の存在は構成的に証明されたことになる。

このような構成的数学の立場からすると、連続な需要関数が存在するために満たすべき条件の

内、消費集合のコンパクト性とその用い方が問題となる。消費集合のコンパクト性は、予算集合が

非空であるための、さらには需要関数が連続であるための必要条件である。距離空間における集合

について、その集合内の任意の点列が収束する部分列をもつという点列コンパクト性とコンパクト

性は同値であるため、連続な需要関数の存在の証明のために消費集合の点列コンパクト性が用いら

れている。しかし、収束する部分列としての消費が存在することはわかっていても、それが果たし

ていかなるものなのかは明示されていない。したがって、消費者が連続かつ強凸の選好をもち、消

費集合が RN のコンパクトかつ凸の部分集合であれば、連続な需要関数が存在するという消費者

理論における既知の結論は構成的な証明と言えない2。連続な需要関数の存在を証明するためには、

消費者の選好関係や消費集合についての条件を構成的な証明に耐えうるように見直す必要がある。

たとえば消費集合のコンパクト性については、点列コンパクト性とは異なる性質である「完備かつ

全有界性」によって定義することで構成的な証明のための土台となる。それによって需要に対応す

る消費集合の存在を構成的に示すことができるからである。

Bridges (1992)は連続かつ uniformly rotund の選好をもつ消費者の連続需要関数が存在すること

を構成的に証明した。本章ではこの需要関数を対応（すなわち多価関数）に拡張する。また、uniformly

rotundに代わって弱 uniformly rotundを定義し、消費者の選好関係が連続性、弱 uniformly rotund、

単調性を満たすならば、閉グラフをもつ凸値需要対応が存在することを示す3。

次節では消費者の選好関係を定義し、Bridges (1992)を参考に需要対応の存在性のための条件を

明らかにする。3節は定理の証明、4節は数学付録である。

1Takayama (1974) を参照。
2詳細は Bridges and Richman (1987) および Bridges (1992) を参照。
3対応が凸値となり、閉グラフをもつということは、関数が連続となることに対応する概念である。
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2 選好関係

N 種の財を消費する消費者を考える。N は 1よりも大きな有限の自然数とする。消費集合をコン

パクトかつ凸のX ⊂ RN、消費を x ∈ X で表す。構成的な証明に耐えうるために、ここで消費集

合がコンパクトであるということは、それが完備かつ全有界であることを意味する4。∆をN − 1

次元単体とし、p ∈ ∆を標準化された財の価格とする。したがって、i財の価格を pi ≥ 0とすれ

ば、
∑N

i=1 pi = 1となる。ある pについての消費者の予算集合を次式で表す。ただし、w > 0は消

費者が初期に保有する財の価値を表す初期賦存量である。

β(p, w) ≡ {x ∈ X : p · x ≤ w}

消費者の選好関係 ≻は X 上の二項関係として定義される。たとえば x, y ∈ X のうち消費者が x

を yより選好するならば、その関係は x ≻ yと表される。無差別を含む選好関係 %は次のように

定義される。

x % y ⇐⇒ ¬(y ≻ x)

ただし、x ≻ y ならば x % y である。≻と %は推移性を満たす。したがって、x % y ≻ z または

x ≻ y % zならば、x ≻ zとなり、選好関係 %について次の関係も成立する。

x % y ⇐⇒ ∀z ∈ X (y ≻ z ⇒ x ≻ z)

≻がX × X の開部分集合であり、%がX × X の閉部分集合ならば、選好関係 ≻は連続性を満た
す。また、x′ > xならば x′ ≻ xとなる場合、選好関係 ≻は単調性を満たす5。以下では選好関係

≻は連続性と単調性を満たすと仮定する。
選好関係に関する次の定義 1は Bridges (1993)で与えられたものである。

定義 1 (uniformly rotund) x, y ∈ X を |x − y| ≥ εの関係を満たす消費とする。ただし ε > 0

である。z をある値 δ(ε) > 0について |z| ≤ δ(ε)の関係を満たす RN 上の点とする。このとき、
1
2 (x + y) + z ≻ xまたは 1

2 (x + y) + z ≻ yとなる。

通常の消費者理論では連続な需要関数の存在証明のために選好関係の強凸性の性質が仮定される。

4ある集合 X が完備（complete）とは、X のいかなるコーシー列も X 内に収束するということである。また、ある集
合 X が全有界（totally bounded）とは、X がどんな ε > 0 についても有限個の点のε-近傍で覆われるという条件であ
る。ここで X の ε-近傍とは、X のいかなる元との距離が ε よりも小さくなるような元を含む X の部分集合である。距
離空間においてコンパクト性と全有界性は同値であり、構成的数学では集合のコンパクト性を完備性と全有界性によって定
義している。

5x′ > x は、x′ の全ての成分が x のそれぞれ対応する成分以上となり、かつ x′ の少なくとも一つの成分が x のそれに
対応する成分を上回っていることを意味する。
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しかしそれでは構成的な証明に耐えられないため、Bridges (1992)ではそれに代わって uniformly

rotund の性質を仮定したのである。参考までに強凸性の定義を次に与える。

定義 2 (強凸性) x, y ∈ X,x ̸= yならば、tx + (1 − t)y ≻ xまたは tx + (1 − t)y ≻ yとなる。た

だし 0 < t < 1である。

Bridges (1993)は選好関係が uniformly rotund ならば、それは強凸性を満たすことを示した。し

たがって、uniformly rotund は強凸性の十分条件であり、消費者の選好関係により強い制約を課す

ものと言える。本章では連続な需要関数ではなく、閉グラフをもつ凸値需要対応の存在を構成的に

証明するため、uniformly rotund よりも弱い性質である次の定義 3を用いる。

定義 3 (弱 uniformly rotund) x, y ∈ Xを |x−y| ≥ εの関係を満たす消費とする。ただし ε > 0

である。z をある値 δ > 0について |z| ≤ δの関係を満たし、z ≫ 0となるような RN 上の点とす

る6。このとき、 1
2 (x + y) + z ≻ xまたは 1

2 (x + y) + z ≻ yとなる。

uniformly rotund と強凸性との関連と同様に、弱 unifomly rotund との関連が予想される選好関係

の凸性の定義を次に与える。

定義 4 (凸性) x, y ∈ X, x ̸= yならば、tx + (1 − t)y % xまたは tx + (1 − t)y % yとなる。ただ

し 0 < t < 1である。

以下の補題 1から補題 3は弱 unifomly rotund を満たす選好関係から導出される結果である。

補題 1 x, y ∈ X, x ̸= y ならば、弱 uniformly rotundであるということは 1
2 (x + y) % xまたは

1
2 (x + y) % yを意味する。

証明. 定義 3で表れる δの減少列 (δm)を考える。このとき、すべてのmで |zm| < δm, zm ≫ 0と

なる zmについて、1
2 (x + y) + zm ≻ xまたは 1

2 (x + y) + zm ≻ yとなる。(δm)がゼロに収束する

ならば、1
2 (x + y) + zmは 1

2 (x + y)に収束する。したがって選好の連続性 (%が閉集合であること

)より、 1
2 (x + y) % xまたは 1

2 (x + y) % yが成り立つ。

補題 2 消費者の選好が弱 uniformly rotundならば、それは凸性を満たす7。

証明. 1. x, y ∈ Xを |x−y| ≥ εの関係を満たす消費とする。点 1
2 (x+y)をとると、|x− 1

2 (x+y)| ≥ ε
2

および |12 (x + y) − y| ≥ ε
2 が得られる。ここで補題 1 を用いると、 1

4 (3x + y) % x あるいは
1
4 (3x+ y) % y、また、1

4 (x+3y) % xあるいは 1
4 (x+3y) % yとなることが分かる。したがって、n

6z ≫ 0 は、z の成分がすべて正となることを意味する。
7この補題は Bridges (1993) の命題 2.2 を弱 uniformly rotund の選好に修正したものである。
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を自然数とすると、k = 1, 2, ..., 2n−1という kについて k
2n x+ 2n−k

2n y % xまたは k
2n x+ 2n−k

2n y % y

となることが帰納的に示される。

2. z = tx+(1−t)yとする。ただし tは 0 < t < 1の実数である。いかなるnについても k
2n ≤ t ≤ k+1

2n

となるような自然数 kを選ぶことができる。ここで
(

k+1
2n − k

2n

)
= 1

2n は数列である。m > nであ

るような自然数m,nについて、自然数 lと kを用いて l
2m ≤ t ≤ l+1

2m および k
2n ≤ t ≤ k+1

2n と表せ

るので、 ∣∣∣∣( l + 1
2m

− l

2m

)
−

(
k + 1
2n

− k

2n

)∣∣∣∣ =
∣∣∣∣2n − 2m

2m2n

∣∣∣∣ <
1
2n

という関係式が成り立つ。すなわち
(

k+1
2n − k

2n

)
はコーシー列となってゼロに収束し、k+1

2n と k
2n

は tに収束する。連続性 (%が閉集合であること )の仮定により、z % xまたは z % yである。以

上により、選好は凸性を満たす。

補題 3 x, y ∈ X を x ≻ yを満たす消費とする。このとき、消費者の選好が弱 uniformly rotundな

らば、0 < t < 1について tx + (1 − t)y ≻ yである。

証明. 連続性 (≻が開集合であること )の仮定より、λ ≫ 0, x′ ≻ yを満たす点x′ = x−λが存在する。

補題2によって弱uniformly rotundは凸性を含意するので、tx′+(1−t)y % yまたは tx′+(1−t)y % x′

となる。tx′ + (1 − t)y % x′ ならば、推移性によって tx′ + (1 − t)y = tx + (1 − t)y − tλ % x′ ≻ y

である。ここで単調性の仮定より、tx + (1− t)y ≻ yとなる。他方、tx′ + (1− t)y % yならば、同

様に単調性の仮定より、tx + (1 − t)y ≻ yとなる。

ここで S をすべての (p, w) ∈ S について以下の 1から 3を満たす∆ × Rの部分集合とする。

1. p ∈ ∆

2. β(p, w)は非空。

3. 全ての x ∈ β(p, w)について ξ ≻ xとなるような ξ ∈ X が存在する。

以下の補題 4から補題 8は Bridges (1992)で示された結果である。

補題 4 (Bridges (1992), 補題 2.1) p ∈ ∆ ⊂ RN , w ∈ Rであり、β(p, w)が非空ならば、β(p, w)

はコンパクトである。

Bishop and Bridges (1985)の命題 4.4または Bridges and Vı̂ţă (2006)の命題 2.2.9を参考にする

と、この補題は次のことを意味している。すなわち、全ての x ∈ RN について、

ρ(x, β(p, w)) ≡ inf{|x − y| : y ∈ β(p, w)}
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という距離が存在するという意味で、各 (p, w) ∈ Sについての予算集合 β(p, w)は located である8。

補題 5 (Bridges (1992), 補題 2.2) (p, w) ∈ S, ξ ≻ β(p, w)（これは全ての x ∈ β(p, w)につい

て ξ ≻ xとなることを意味する）ならば、ρ(ξ, β(p, w)) > 0および p · ξ > wとなる。

補題 6 (Bridges (1992), 補題 2.3) (p, c) ∈ S, ξ ∈ X，ξ ≻ β(p, c)とする。p · x = cの超平面を

H で表すと、各 x ∈ β(p, c)について一意の点 ϕ(x)が H ∩ [x, ξ]の中に存在する。この関数 ϕは

β(p, c)からH ∩ β(p, c)への全射であり、β(p, c)について一様に連続である。

補題 7 (Bridges (1992), 補題 2.4) (p, w) ∈ S, r > 0, ξ ∈ X, ξ ≻ β(p, w)とする。このとき、

ρ(ζ, β(p, w)) < r, ζ ≻ β(p, w)を満たす ζ ∈ X が存在する9。

補題 8 (Bridges (1992), 補題 2.8) R,c,tを正の値とすると、次の条件を満たす r > 0が存在す

る。pと p′は |p| ≥ cかつ |p−p′| < rとなるRN 上の点であり、wとw′は |w−w′| < rとなる実数

であり、さらに y′は |y′| ≤ Rかつ p′ · y′ = w′となるRN 上の点ならば、p · ζ = wかつ |y′ − ζ| < t

を満たす ζ ∈ RN が存在する。

3 閉グラフの凸値需要対応の存在性

前節での準備をもとに、本節では次の定理を証明する。

定理 1 %でコンパクトかつ凸な部分集合 X ⊂ RN 上の弱 uniformly rotundを満たす選好関係を

表す。∆を標準化された価格ベクトルのコンパクトな凸集合（すなわち n − 1次元単体）とする。

S を各 (p, w) ∈ S について次の 1, 2, 3を満たすような ∆ × R の部分集合とする。1. p ∈ ∆, 2.

β(p, w)は非空, 3. 全ての x ∈ β(p, w)について ξ ≻ xとなるような ξ ∈ X が存在する。

このとき、任意の (p, w) ∈ S について次の (1), (2), (3)を満たす β(p, w)の部分集合 F (p, w)が存

在する。

(1) 全ての x ∈ β(p, w)について F (p, w) % x (すなわち全ての y ∈ F (p, w)について y % xであ

ることを意味する。)

(2) p · F (p, w) = w (すなわち全ての y ∈ F (p, w)で p · y = wであることを意味する。)

(3) 対応 F (p, w)は凸値となり、閉グラフをもつ10。
8located は構成的数学特有の概念である。距離空間Xの部分集合 Sは、全ての x ∈ RN について、ρ(x, S) = inf{|x−y| :

y ∈ S} が存在するとき located と定義される。距離空間の全有界な部分集合は located であることがわかっているため、
ある集合がコンパクトであれば、それは located となる。

9この補題の証明は Bridges (1992) の補題 2.4 の証明とは異なる点を含むため、4 節にて別途証明する。
10対応 F (p, w) のグラフは G(F ) = ∪(p,w)∈S(p, w) × F (p, w) として表される。グラフ G(F ) が閉集合のとき、対応

F は閉グラフをもつという。
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証明. 1. (p, w) ∈ S について、ξ ≻ β(p, w)となるような ξ ∈ X を選ぶ。補題 7より、自然数

mについて ζm ≻ β(p, w)および ρ(ζm, β(p, w)) < r
2m−1（ただし r > 0）となるような X の点列

(ζm)をとる。選好の凸性と推移性から、0 < t < 1とmについて tζm + (1 − t)ζm+1 ≻ β(p, w)と

なる。したがって、ある 0 < ε < 1と 0 < δ < 1について |ζn − ζn+1| < εn, ρ(ζn, β(p, w)) < δn,

ζn ≻ β(p, w)となるような点列 (ζn)を作ることができるため、(ζn)はX に含まれるコーシー列と

なり、ある極限 ζ∗ ∈ X に収束する。選好の連続性 (%が閉集合であること )より、ζ∗ % β(p, w)お

よび ρ(ζ∗, β(p, w)) = 0である。また、β(p, w)は閉集合なので、ζ∗ ∈ β(p, w)である。さらに補題

5より、全ての nについて p · ζn > wとなる。以上により、p · ζ∗ = wを得る。選好の凸性より、ζ∗

は一意ではない。すなわち、p · ζ ′ = wおよび ζ ′ % β(p, w)となるような β(p, w)の要素 ζ ′が複数存

在するかもしれない。したがって F (p, w)は集合、すなわち需要対応となる。ここで ζ ∈ F (p, w)，

ζ ′ ∈ F (p, w)とすると、ζ % β(p, w)，ζ ′ % β(p, w)となり、選好の凸性から tζ +(1− t)ζ ′ % β(p, w)

となる。したがって、F (p, w)は凸値となる。

2. 続いて需要対応が閉グラフをもつことを示す。|p−p′| < rおよび |w−w′| < r（ただし r > 0）

となるような (p, w)と (p′, w′)を考える。F (p, w)と F (p′, w′)を需要対応とする。y′ ∈ F (p′, w′),

c = ρ(0,∆) > 0，R > 0とする。ただしRは 0を中心にそれを半径とした閉球 B̄(0, R)がXを内包

するように選択される。ε > 0を所与として、δ < εとなるような δ > 0で補題 8の tを置き換え、そ

こでの条件を満たすような rを選ぶ。この補題 8より、p · ζ = w, |y′− ζ| < δとなるような ζ ∈ RN

を選ぶことができる。同様にして、各 y ∈ F (p, w)について p′ · ζ ′(y) = w′, |y− ζ ′(y)| < δとなるよ

うな ζ ′ ∈ RN を選ぶことができる。y′ ∈ F (p′, w′)は y′ % ζ ′(y)を意味する。全ての y ∈ F (p, w)に

ついて |y′−y| > ε
2 となるか、ある y ∈ F (p, w)について |y′−y| < εとなる。全ての y ∈ F (p, w)と

y ≻ ζ について |y′ − y| > ε
2 となると仮定する

11。もし δが十分に小さければ、|y′ − y| > ε
2 は、あ

る有限の自然数 kについて |y− ζ| > ε
k および |y′− ζ ′(y)| > ε

k を意味する。このとき、弱 uniformly

rotundにより、|zn| < τn, |z′n| < τnとなる znと z′nが存在する。ただし、この znと z′nについて、い

かなる自然数 nについても τn > 0、zn ≫ 0，z′n ≫ 0、1
2 (y+ζ)+zn ≻ ζ，1

2 (y′+ζ ′(y))+z′n ≻ ζ ′(y)

である。もし δ が十分に小さければ、|y − ζ ′(y)| < δ および |y′ − ζ| < δ は 1
2 (y + ζ) + zn ≻ y′

および 1
2 (y′ + ζ ′(y)) + z′n ≻ y を意味するので、結果として | 12 (y + ζ) − 1

2 (y′ + ζ ′(y))| < δ とな

る。選好の連続性 (≻が開集合であること )の仮定より、1
2 (y + ζ) + z′n ≻ y が得られる。ここで

y1 = 1
2 (y + ζ)として、ゼロに収束する点列 (τn)をとる。選好の連続性 (%が閉集合であること )の

仮定より、y1 % y′かつ y1 % yを得る。p · y1 = wに注意すると、y1 ∈ β(p, w)である。y ∈ F (p, w)

なので、y1 ∈ F (p, w)を得る。yを y1 で置き換えると、
y+3ζ

4 ∈ F (p, w)となり、これを帰納的に

11ここでは背理法を用いているが、ある集合の存在証明ではなく、ある条件が成立するか否かの証明であるため、構成的
数学に反する手法ではない。
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全ての自然数mについて続けることで、y+(2m−1)ζ
2m ∈ F (p, w)を得る。このとき、いかなる η > 0

についても、ある y ∈ F (p, w)では |y − ζ| < ηとなる。しかしこれは |y − ζ| > ε
k に矛盾する。し

たがって、|y′ − y| < εまたは ζ % y (すなわち |y′ − ζ| < δ および ζ ∈ F (p, w))となり、F (p, w)

は閉グラフをもつことが示された。

証明の前半部分 1では任意の (p, w) ∈ S を需要対応 F (p, w)に変換するアルゴリズムが具体的

に与えられており、凸値の需要対応の存在を示す構成的な証明となっている。証明の後半部分 2で

は需要対応 F (p, w)が閉グラフをもつことを満たすアルゴリズムが具体的に与えられている。した

がって、定理１によって閉グラフをもつ凸値需要対応の存在が構成的に証明された。

4 数学付録

ここでは補題７を証明する。Hを p ·x = wの超平面、ξ′をH上への ξの射影とし、|ξ− ξ′| > 3r

を仮定する。H ∩ β(p, w)が ξ′ を中心とする閉球 B̄(ξ′, R)に含まれるように Rをとり、

c =

√
1 +

(
R

|ξ − ξ′|
)2

.

とおく。H と ξの間に位置し、H からの距離が r
2c となるようなH に平行な超平面をH ′とする。

また、H と ξの間に位置し、H からの距離が r
c となるようなH に平行な超平面をH ′′とする。各

x ∈ β(p, w)について、H∩[x, ξ]の一意の要素をϕ(x)、同様にH ′∩[x, ξ]についてはϕ′(x)、H ′′∩[x, ξ]

については ϕ′′(x)とする。ξ ≻ β(p, w)なので、選好の凸性と連続性より、ϕ′′(x) ≻ ϕ(x) % xを得

る。ϕ′(x)は一様に連続なので、補題 4と Bishop and Bridges (1985)の命題 4.2より、

T ≡ {ϕ′(x) : x ∈ β(p, w)}

は全有界である。

ϕ′′(x) ≻ ϕ(x)および ϕ′(x) = 1
2ϕ′′(x) + 1

2ϕ(x)より、ϕ′(x) ≻ xとなり、また、選好の連続性 (≻
が開集合であること )により |ϕ′(xi) − ϕ′(x)| < δのとき ϕ′(xi) ≻ xとなるような δ > 0が存在す

る。(ϕ′(x1), . . . , ϕ′(xn))が T に対する δ近似となるような β(p, w)の点を (x1, . . . , xn)とする。こ

の点を所与として |ϕ′(xi) − ϕ′(x)| < δを満たす iを選ぶと、ϕ′(xi) ≻ xである。

先の cの関係式から、各x ∈ β(p, w)について |ϕ(x)−ϕ′(x)| < r
2となる。なぜなら、|ϕ(x)−ξ′| < R
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図 1: |ϕ(x) − ϕ′(x)|の計算

の仮定より、|ϕ(x) − ξ| <
√

R2 + |ξ − ξ′|2 となり、したがって次式が成立するからである12。

|ϕ(x) − ϕ′(x)| <
r

2c
×

√
R2 + |ξ − ξ′|2
|ξ − ξ′| =

r

2c

√
1 +

(
R

|ξ − ξ′|
)2

=
r

2
.

ここで、

t1 = 1 − r

2n|ϕ′(x1) − ξ| ,

η1 = t1ϕ
′(x1) + (1 − t1)ξ.

とすると、|η1−ϕ′(x1)| = r
2n、ρ(η1, β(p, w)) < r(n+1)

2n (|ϕ(x1)−ϕ′(x1)| < r
2およびϕ(x1) ∈ β(p, w)

により）、さらに選好の凸性より η1 % ξまたは η1 % ϕ′(x1)となる。

η1 % ξの場合は ζ = η1 とすることで証明は完了する。

η1 % ϕ′(x1)の場合は、ある k (1 ≤ k ≤ n − 1)について、

ηk % ϕ′(xi) (1 ≤ i ≤ k),

ρ(ηk, β(p, w)) <
r(n + k)

2n
.

となるようなX の要素 η1, . . . , ηkを作ってあるものとする。|ξ− ξ′| > 3rより |ξ− ηk| > rなので、

|y−ηk| = r
2n となるような y ∈ [ηk, ξ]を選ぶことができる。このとき、ρ(y, β(p, w)) < r(n+k+1)

2n と

なり、y % ξまたは y % ηk が成り立つ。y % ξならば ζ = yとおくことで証明は完了する。y % ηk

ならば、λ ≫ 0となる全ての λについて y + λ
2 ≻ ηk − λ

2 となる。このとき次の二つのケースが考

12図 1 を参照。
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えられる。

1. 全ての λについて y + λ
2 ≻ ϕ′(xk+1)となり、y % ϕ′(xk+1)が成り立つ。このときは ηk+1 = y

とおく。

2. 全ての λ について ϕ′(xk+1) ≻ ηk − λ
2 となり、ϕ′(xk+1) % ηk が成り立つ。このときは

ηk+1 = ϕ′(xk+1)とおく。

この手順を ηn まで続け、ζ = ηn とおくことによって、ρ(ζ, β(p, w)) < r、および各 i について

ζ % ϕ′(xi)となる。したがって、各 x ∈ β(p.w)について ζ ≻ xとなる。
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